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「福岡県いじめレスキューセンター」運営業務委託に係る企画提案公募実施要領 

 

福岡県では、下記の趣旨のもと、「福岡県いじめレスキューセンター」を設置しています。 

同センターにおけるいじめの解消のための支援、調整業務を効果的かつ効率的に実施するた

めには、当該業務に係るノウハウを有する事業者に委託する必要があるため、受託者の選定に

当たっては、次のとおり企画提案を公募します。 

 

１ 事業の趣旨 

  学校への相談を迷ういじめ事案や、学校への相談後、第三者による支援を希望するいじめ

事案等について、学校外の立場でこどもや保護者を支援する相談窓口「福岡県いじめレスキ

ューセンター」を運営するもの。 

 

２ 企画提案公募参加資格 

（１）当該委託業務を的確に遂行する体制・ノウハウ等を有し、かつ当該委託業務を円滑に遂

行するために必要な経営基盤を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者

の資格）が規定する者に該当しないこと。 

（３）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成 14 年 2 月 22 日 13 管達

第 66 号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中でない者。 

（４）福岡県暴力団排除条例（平成 21 年福岡県条例第 59 号）に定める暴力団員又は暴力団も

しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされてい

る者または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申し立てがなさ

れている者ではないこと。 

（６）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（７）監督官庁より業務停止処分又は業の免許もしくは登録の取り消し処分を受けていないこ

と。 

（８）事業の実施に当たって、福岡県からの求めに応じて、事業効果を高めるために必要な業

務改善への積極的な取組や業務手法の変更、事業の進捗管理に必要な資料提供などに誠実か

つ確実に対応できる者であること。 

 

３ 事業内容等 

  「福岡県いじめレスキューセンター」運営業務委託仕様書のとおり 

 

４ 実施期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

   

５ 事業規模 

 ２１，５７３千円以内（消費税及び地方消費税含む） 
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６ 応募の方法 

（１） 企画提案書の様式 

様式任意、Ａ４版、片面印刷 

（２） 企画提案書の内容 

ア 業務実施体制 

本業務全般をマネジメントし、円滑かつ安定的に業務を行うための運営体制を記載

すること。また、個人情報保護に係る体制、取組等を記載すること。 

イ 業務内容 

 相談への対応、結果報告の方法（対応記録簿、報告様式、電話・メール等の手法）を

示すこと。 

ウ 実績 

 委託事業を適切に実施するに十分な実績を記載すること。 

エ 経費 

当該業務に必要な経費の見積額及びその内訳を可能な限り詳細に記載すること。 

（３）企画提案書の無効 

２に示した企画提案公募への参加資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者の企画

提案書は無効とする。 

（４）応募書類及び部数 

ア 企画提案書 ６部 

イ 事業者の概要や事業内容が分かる資料、財務諸表 ６部 

ウ 個人情報保護に関する規定等が明記された書類 ６部 

エ 法人等の役員名簿（県指定様式） １部 

オ 誓約書（県指定様式） １部 

（５）提出方法 

11 の「問い合わせ先・企画提案書提出先」に郵送又は持参。 

なお、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前９時から正午まで及び午後

１時から午後５時までとします。 

（６）提出期限 

令和８年３月９日（月）正午（必着） 

（７）提出にあたっての留意事項  

ア 提出された企画提案書等は、その事由にかかわらず、変更又は取り消すことはできま

せん。また、提出された企画提案書は返却しません。 

イ 提出された企画提案書等は委託先の選定のみに使用します。 

ウ 企画提案書の作成に要した費用、その他応募に要した経費については提案者側で負担

してください。 
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７ 企画提案に関する質問及び回答 

  質問は、質問書により令和８年３月２日（月）正午までに、ファックス又は電子メールで

11 の「問い合わせ先・企画提案書提出先」まで提出願います。なお、提出後には電話で御一

報ください。 

  質問に対する回答は、質問者に対して電子メール又はファックスで直接回答するとともに、

福岡県のホームページに掲載します。 

 

８ 委託先の決定 

  審査は、福岡県福祉労働部こども未来課内に審査委員会を設置し、同審査委員会の審査に

基づき、委託先を決定します。 

※ 提出された書類のみで審査を行いますので、プレゼンテーション等は行いません。 

 

９ 契約 

  審査によって選定された契約候補者と事業内容について協議の上、福岡県財務規則（昭和

39 年福岡県規則第 23 号）に基づき委託契約を締結します。 

  なお、審査の結果を踏まえ、提案内容の一部変更を求めることがあります。 

 

10 その他 

  本公募は、福岡県議会令和８年度当初予算成立後、速やかに業務を開始できるようにする

ため、予算成立前に公募を行うものであり、当初予算の内容によっては、今後、内容等が変

更になることがあります。 

 

11 問い合わせ先・企画提案書提出先 

  福岡県福祉労働部 こども未来課 居場所づくり係 

  郵便番号：８１２－８５７７ 

  住  所：福岡県福岡市博多区東公園７番７号 

  電話番号：０９２－６４３－３５７７ 

  ＦＡＸ番号：０９２－６４３－３７６５ 

  E-mail：komirai-ibasyo@pref.fukuoka.lg.jp 


